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平成３１年３月２９日 

六ヶ所村原子力対策課 

 

六ヶ所村地域防災計画（風水害等災害対策編、地震・津波災害対策編） 

の修正の要旨 

 

 

１．修正の概要 

六ヶ所村地域防災計画（風水害等災害対策編、地震・津波災害対策編）（以下、「村

計画」という。）については、これまで国の防災体制の枠組みの変更、青森県地域防災

計画（風水害等災害対策編、地震・津波災害対策編）（以下、「県計画」という。）の

修正等に合わせて修正を行ってきた。 

今回の修正は、前回修正（平成２６年６月）後、国の防災基本計画の修正や災害対策

基本法の一部改正、平成３０年３月に修正された県計画の内容、また、村の組織改正等

の内容を踏まえ、村計画を修正した。 

 

２．主な修正項目 

（１）災害対応の時間的推移を踏まえた本編構成の見直し等 

①「自衛隊災害派遣要請」を「避難」の前へ 

【（風）（地）第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」】 

 

②「相互応援協定等に基づく広域応援協力」について、新たに「広域応援」と 

 して「自衛隊災害派遣要請」の後ろへ 

【（風）（地）第４章第６節「広域応援」】 

 

③「第２章第３節動員計画」から「業務継続性の確保」を分離し明確化 

【（風）（地）第３章第２節「業務継続性の確保」】 

 

④「動員計画」から「複合災害対策」を分離し明確化 

【（風）第３章第２２節「複合災害対策」】 

【（地）第３章第２５節「複合災害対策」】 

 

（２）大規模災害への対策の強化 

① 地震・津波対策の抜本的強化 

ア 直近の地震・津波被害想定の調査結果の反映 

・ 近年の新しい科学的知見と最新の地域特性等に基づいて県が実施した最大クラ

スの地震・津波被害想定調査の結果を反映。 

【（地）第１章第９節「地震・津波による被害想定」】 
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イ 津波防災対策の充実 

・ 村は津波避難ビル等の緊急避難場所等の整備、民間施設の活用等による避難関

連施設の確保等により津波に強いまちづくりの形成を図ることを追加。 

【（地）第３章第１１節「津波災害対策」】 

 

・ 村及びライフライン事業者は施設等の耐浪性の確保等によるライフライン機能

の確保を図ること等を追加。 

【（地）第３章第１１節「津波災害対策」】 

 

ウ 避難指示の発令基準 

・ 新たな制度や過去の災害の教訓を踏まえた国のガイドラインの改定を踏まえ、

避難勧告等の発令基準を修正。 

【（風）（地）第４章第８節「避難」】 

 

② 大規模広域災害への対策 

ア 災害に対する即応力の強化 

   a 広域後方医療施設への傷病者の搬送 

・ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営等、広域後方医療施設へ

の傷病者の医療搬送体制を確立することを追加。 

            【（風）第４章第１８節「医療、助産及び保健」】 

【（地）第４章第１９節「医療、助産及び保健」】 

 

b 航空機の運用調整 

・ 防災関係機関所属航空機の安全運航と効率運用に資するため、青森県災害対

策本部内に航空機の運用調整を行う組織が設置されることを追加。 

【（風）（地）第４章第７節「航空機運用」】 

 

イ 住民等の円滑かつ安全な避難の確保 

a 指定緊急避難場所の指定 

・ 村が指定緊急避難場所として指定する施設の要件等を追加し、これまでの避

難所等を指定緊急避難場所に見直し。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

 

b 避難行動要支援者名簿の作成・活用 

・ 村は避難行動要支援者を災害から保護するために必要な措置を実施するため

の基礎となる名簿を作成し、発災時にはこれを活用して迅速な安否確認等に努

めることを追加。 

【（風）第３章第１２節「要配慮者等安全確保対策」、第４章第８節「避難」】 



3 

【（地）第３章第１７節「要配慮者等安全確保対策」、第４章第８節「避難」】 

 

ウ 被災者保護対策の充実 

a 指定避難所の指定 

・ 村が指定避難所として指定する施設の要件等を追加し、これまでの避難所等

を指定避難所に見直し。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

 

b 罹災証明書の交付 

・ 災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、村は罹災証明書の交付

に必要な業務の実施体制の整備に努めることを追加。 

【（風）第６章第３節「被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画」】 

【（地）第５章第３節「被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画」】 

 

c 被災者台帳の作成 

・ 村は被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施等に努め

ることを追加。 

【（風）第６章第３節「被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画」】 

【（地）第５章第３節「被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画」】 

 

③ 地域防災力の強化 

ア 自主防災組織と消防団の連携 

・ 「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」に基づき、自主

防災組織と消防団が連携した訓練の実施等に関することを追加。 

【（風）第３章第６節「自主防災組織等の確立」】 

【（地）第３章第５節「自主防災組織等の確立」】 

 

・ 自主防災組織の地区防災計画の策定による効果的な防災活動の実施に関するこ

とを追加。 

【（風）第３章第６節「自主防災組織等の確立」】 

【（地）第３章第５節「自主防災組織等の確立」】 

 

④ 大規模な災害からの円滑かつ迅速な復興 

ア 復興計画に基づく計画的な復興 

・ 計画的な復興は「大規模災害からの復興に関する法律」に基づいて行うことを

明記。 

【（風）第６章第１節「公共施設災害復旧」】 

【（地）第５章第１節「公共施設災害復旧」】 
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⑤ その他 

ア 訪日外国人旅行者対策 

・ 要配慮者に訪日外国人旅行者が含まれることを明確化。 

【（風）第３章第７節「防災教育及び防災思想の普及」】 

【（地）第３章第６節「防災教育及び防災思想の普及」】 

 

（３）近年の災害を踏まえた対策の強化 

① 平成２６年２月の大雪を踏まえた対策の強化 

ア 放置車両等の撤去 

・ 災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者等による放置

車両等の移動の措置に関することを追加。 

【（風）第４章第１６節「障害物除去」】 

【（地）第４章第１７節「障害物除去」】 

 

 ② 広島土砂災害（平成２６年８月）等を踏まえた対策の強化 

   ア 土砂災害警戒情報の活用 

・ 村は土砂災害警戒情報、これを補足する情報等を活用して避難勧告の発令範

囲を設定すること等を追加。 

【（風）第３章第２０節「土砂災害予防対策」】 

 

   イ 適時適切な避難行動等 

・ 指定緊急避難場所への避難がかえって危険を伴う場合には、緊急的な退避場

所への移動、屋内待避等を行うべきことについての住民への周知徹底に努める

ことを追加。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

 

・ 土砂災害のおそれがあるときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な

要配慮者利用施設の名称等を村地域防災計画に定めること等を追加。 

【（風）第３章第２０節「土砂災害予防対策」】 

 

③ 関東・東北豪雨災害を踏まえた対策の強化 

   ア 実効性のある避難計画の策定 

    ・ 村が指定する指定緊急避難場所について、必要に応じて近隣市町村に設ける

ことができることを追加。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 
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    ・ 村の避難計画の作成に当たっては、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等の複

合的な災害の発生を考慮するよう努めることを追加。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

    

   イ 適切な避難行動を促す情報伝達 

    ・ 住民等に警報等が確実に伝わるよう、国、県、村が伝達手段の多重化、多様

化を図ることを追加。 

【（風）第４章第１節「気象予報・警報等の収集及び伝達」】 

 

    ・ 村が設置する誘導標識は、日本工業規格に基づく図記号を使用した分かりや

すい避難場所等の表示に努めることを追加。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

   

 ウ 被災生活の環境整備 

    ・ 住民等が主体的に避難所の運営ができるよう、村によるマニュアルの作成、

訓練等を通じた必要な知識の普及に関することを追加。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

 

    ・ 村は避難所の適切な運営管理のため、専門性を有した外部支援者の協力が得

られるよう努めることを追加。 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

 

④ 熊本地震等の教訓を反映した災害対策の強化 

ア 被災者の生活環境の改善 

・  避難行動要支援者名簿の適切な管理を追加。 

【（風）第３章第１２節「要配慮者等安全確保対策」】 

【（地）第３章第１７節「要配慮者等安全確保対策」】 

 

・ 県が保健衛生活動を円滑に行うための保健医療の総合調整等に努め、村は県

と連携することを追加。 

【（風）第４章第１８節「医療、助産及び保健」】 

【（地）第４章第１９節「医療、助産及び保健」】 

 

・  村が解体業者等と連携した損壊家屋の解体体制を整備すること等を追加 

【（風）第４章第２４節「廃棄物等処理及び環境汚染防止」】 

【（地）第４章第２５節「廃棄物等処理及び環境汚染防止」】 
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・ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には指定管理者との間で避難所

運営の役割分担を定めておくことを追加 

【（風）第３章第１０節「避難対策」】 

【（地）第３章第９節「避難対策」】 

 

イ 応急的な住まいの確保や生活復興支援 

     ・ 住家被害認定調査等について、被災者へ明確に説明することを追加 

【（地）第４章第２６節「被災建築物の応急危険度判定及び被災宅地の危険度判定」】 

 

     ・ 罹災証明書の交付等を支援するシステムの活用検討を追加 

【（風）第６章第３節「被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画」】 

【（地）第５章第３節「被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画」】 

 

・ 大規模盛土造成地における住宅の耐震化の促進を追加 

【（地）第３章第１４節「土砂災害対策」】 

    

  

⑤ 平成２８年台風第１０号災害等を踏まえた対策の強化 

    ・ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者が避難を含む非常災害に関する具体的計

画を作成することを追加 

【（風）第３章第１２節「要配慮者等安全確保対策」】 

【（地）第３章第１７節「要配慮者等安全確保対策」】 

 

・ 県及び市町村が要配慮者利用施設の避難確保計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認することを追加  

【（風）第３章第１２節「要配慮者等安全確保対策」】 

【（地）第３章第１７節「要配慮者等安全確保対策」】 

 

・ 県は、その他の河川（洪水により相当な損害を生じる恐れがあるものとして県が

指定した河川以外の河川）については、役場等の所在地に係る河川については、雨

量の情報を活用する等河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、村等へ河川水位等

の情報を提供することを追加 

【（風）第４章第１０節「水防」】 

 

⑥ その他最近の災害対応の教訓を踏まえた運用の改善 

・ 平成２８年台風第１０号災害を踏まえ、「避難指示」を「避難指示（緊急）」に、「避

難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に変更。 

【（風）（地）第４章第８節「避難」】 
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  ・ 災害現場で活動する県警察・消防機関・第二管区海上保安本部（青森・八戸海上

保安部）・自衛隊の部隊の情報共有、活動調整等のための合同調整所の設置に関す

ることを追加。 

【（風）第４章第１１節「救出」】 

【（地）第４章第１２節「救出」】 

 

（４）関係法令の改正による制度改正を踏まえた対策の強化 

① 水防法・下水道法等の改正関係 

   ・ 県及び村は想定し得る最大規模の降雨、高潮を想定して雨水出水浸水想定区域

及び高潮浸水想定区域を指定すること等を追加。 

【（風）第３章第１８節「水害予防対策」】 

 

・ 県及び村の洪水特別警戒水位、雨水出水特別警戒水位及び高潮特別警戒水位の設

定並びに水位がこれらの警戒水位に達したときの関係機関等への周知に関するこ

とを追加。 

【（風）第４章第１０節「水防」】 

 

② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正関係 

   ・ 村が災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図ることを追加。 

【（風）第４章第２４節「廃棄物等処理及び環境汚染防止」】 

【（地）第４章第２５節「廃棄物等処理及び環境汚染防止」】 

 

（５）青森県防災対策強化検討委員会の検討結果及び県計画の修正を踏まえた修正 

① 村災害対策本部の機能強化 

ア 配備態勢の基準の見直し及び明確化 

・ 災害へ対処する態勢の見直しを行い、非常態勢、警戒態勢及び準備態勢の基準

を明確化 

        【（風）（地）第２章第２節「配備態勢」】 

 

イ 村災害対策本部に準じた組織の明確化 

・ 村災害警戒本部及び村災害情報連絡会議の体制等を追加。 

【（風）（地）第２章第４節「村災害対策本部に準じた組織」】 

 

② 災害備蓄対策の強化 

・災害備蓄の方針、実施内容を追加 

【（風）第３章第１１節「災害備蓄対策」】 

【（地）第３章第１０節「災害備蓄対策」】 
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③ 物資輸送対策の強化 

・県は一次物資拠点を、市町村は二次物資拠点の確保を図ることを明示 

【（風）第４章第２０節「輸送対策」】 

【（地）第４章第２１節「輸送対策」】 

 

（６）村の組織改正を踏まえた修正 

  ① 理事制の廃止を踏まえた修正 

・ 各部長については各課長が、各班長については各課長補佐が行い、全部長を災害

対策本部員とする 

 【（風）（地）第２章第２節「配備態勢」】 

 

 ② 課の統廃合を踏まえた修正 

現行 修正案 

部名 班名 部名 班名 

総務部 総務班 総務部 総務班 

 財政部 財政班 

税務部 税務班 

防災部 災害対策班 災害対策部 災害対策班 

広報班 政策推進部 政策推進班 

産業部 農林水産商工班 農林水産部 農林水産班 

建設班 建設部 建設班 

福祉部 避難所対応班 福祉部 福祉班 

健康班 健康部 健康班 

 子ども支援部 子ども支援班 

住民部 住民班 

会計部 出納班 

教育部 学務班 学務部 学務班 

 社会教育部 社会教育班 

企業部 上下水道班 上下水道部 上下水道班 

消防部 消防班 消防部 消防班 

７部 １０班 １６部 １６班 

      ：新設     ：廃止     ：名称の変更  

【（風）（地）第２章第２節「配備態勢」】 

 

③ 課の統廃合等を踏まえた分掌事務の修正 
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・総務部の輸送車両対策、燃料対策、応急対策予算、義捐金対策を、財政部に修正 

・総務部の税の減免対策を、税務部に修正 

・広報班の住民広報等対策を、総務部に修正 

・農林水産商工班の商工業対策、食料・日用品等の確保及び輸送対策を、政策推進

部に修正 

・避難所対応班の乳幼児等対策を、子ども支援部に修正 

・広報班の住民相談対策を、住民部に修正 

・総務部の災害関係経理を、会計部出納部に修正 

・教育部の文化財対策を、社会教育部に修正 

【（風）（地）第２章第２節「配備態勢」】 

 

 ④ 各部における応援体制の強化 

   ・各部の分掌事務に、他部の実施事項の応援について明記 

【（風）（地）第２章第２節「配備態勢」】 

 

（７）その他の修正 

・記載の明確化、字句の修正等 

 


